
高齢者虐待対応 

マニュアル 

改定第二版 

 

 

 

 

 

昭島市 



はじめに 

 

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平

成１８年４月に施行後、平成２３年７月に虐待対応の専門性が期待される地域

包括支援センターの相談員及び居宅介護支援事業所などの関係機関向けに昭島

市虐待対応マニュアルを策定し、平成２５年３月に改訂しました。 

平成３０年３月には、厚生労働省老健局が「市町村・都道府県における高齢

者虐待への対応と養護者支援について」（以下「厚生労働省マニュアル」という。）

を改訂し、記録の重要性を強調し、各自治体による権限行使に関する内容など

を追補しました。 

昭島市高齢者虐待対応マニュアルの改訂初版から数年経過し、厚生労働省マ

ニュアルが改訂されたことを受け、改訂第二版を策定いたしました。 

虐待は、生命への危険に直結する可能性が高く、緊急性の見極めが重要とな

ります。緊急性の判断を行うには、組織としての判断が求められ、時に強制力

を伴う場合があるからこそ、法的根拠や市町村権限について十分理解し、市と

して、専門職として説明責任を果たせるようにする必要があります。 

改訂第二版は、新たに開設された地域包括支援センターを虐待対応機関とし

て位置づけ、厚生労働省マニュアルで強調された記録の重要性や行政権限とし

て明記された点を追加し、平成２９年５月に全面施行された個人情報保護法の

改正などを踏まえた改訂をしました。 

 関係機関の皆様の支援業務と、高齢者虐待の対応に役立てていただければ幸

いです。 

平成３１年３月 

 



 1 

目 次 

はじめに 

第 1 章 高齢者虐待の基本 

 １．高齢者虐待防止法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ２．高齢者虐待の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ３．高齢者虐待に準じた対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 ４．高齢者虐待の主な種類と具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 ５．支援者の基本姿勢 

 

第 2 章 高齢者虐待の対応 

 １．早期発見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 ２．相談・通報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 ３．事実確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 ４．介入拒否時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 ５．アセスメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 ６．支援方針の検討と支援計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 ７．具体的な支援方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 ８．モニタリング・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

９．終結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

１０．虐待対応の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

１１．昭島市介護福祉課、昭島市地域包括支援センターの役割・・・・・２２ 

 

 

第 3 章 家族への支援 

 １．家族支援の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 ２．家族をみる視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 ３．支援者の基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 ４．家族支援のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

  

 

 

 



 2 

資料集 

 １．帳票集 

  （１）高齢者虐待発見チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・２７ 

  （２）初回相談受付票兼高齢者虐待疑い受付票・・・・・・・・・・２９ 

  （３）事実確認票－チェックシート・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

  （４）高齢者虐待リスクアセスメントシート・・・・・・・・・・・３３ 

  （５）コアメンバー会議録、支援計画・モニタリング票・・・・・・３５ 

  （６）個別ケース会議録、支援計画・モニタリング票・・・・・・・３７ 

  （７）昭島市高齢者虐待ケース進行管理票・・・・・・・・・・・・３９ 

   

 ２．通知・法令等 

  （１）高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（２）障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

（３）介護保険法 一部抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

（４）老人福祉法 一部抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

（５）老人福祉法施行令 一部抜粋・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

（６）個人情報の保護に関する法律一部抜粋・・・・・・・・・・・７０ 

（７）戸籍法 一部抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

（８）「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」第２条第５項に基づく高齢者虐待の解釈について・・・・・７２ 

（９）市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレ

クト」及び消費者被害への対応について・・・・・・・・・・・７３ 

（１０）DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の

周知について（依頼）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

（１１）住民基本台帳事務における支援措置申出書・・・・・・・・７７ 

（１２）身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を

拒否することについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

（１３）市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポー

ト事業に関する相談への対応について・・・・・・・・・・・・８２ 

（１４）高齢者虐待事案への適切な対応について（通達）・・・・・８７ 

（１５）高齢者虐待対応関連 Q＆A ・・・・・・・・・・・・・・・９４ 

（１６）児童虐待防止法、DV 防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防

止法の比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７ 

 



3 

 

 

 

 

１．高齢者虐待防止法 

平成 18 年 4 月 1 日「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律（以下「高齢者虐待防止」という。）が施行されました。 

高齢者虐待防止法では、市町村が第一義的に責任を持ち、地域包括支援センターが市

町村から委託を受けた事実確認等の業務を担うことが規定されています。 

市町村が、高齢者虐待の事象に対し、高齢者虐待防止法に基づいて対応することは、

①同法にしか規定されていない立入調査や面会制限などの行政権限を行使することが可

能となり、②事実確認を行う場合等に個人情報保護法の例外規定を用いる根拠法や、③

６５歳未満の養護者への支援を実施する根拠法ともなるため、説明責任が果たせる状況

となります。 

高齢者虐待には、養護者による高齢者虐待と、施設内における養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待があります。高齢者虐待防止法が規定する「養介護施設従事者等」には、

老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設や居宅サービス事業、地域密着型サー

ビス事業、介護予防サービス事業などの養介護事業の業務に従事する者とされ、施設長

や事務職員等直接介護サービスを提供しない者や、介護職以外で直接高齢者に関わる他

の職員も含みます。 

 

２．高齢者虐待の定義 

高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生

活が損なわれるような状態に置かれることを高齢者虐待としてとらえます。 

高齢者や養護者の虐待に対する自覚は問いません。客観的にみて高齢者の権利が侵害

されていると確認できる場合には、高齢者虐待の事実が有ると判断します。 

  高齢者とは、６５歳以上の者と定義しています（第２条第１項）。ただし、６５歳未満

の者であって、養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又はその他養介護事

業に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなして養介護施設従

事者等による虐待に関する規定が適用されます（第２条第６項）。 

６５歳以上で高齢者であり障害者である者への虐待については、障害者虐待対応所管

課と連携のうえ、被虐待者の状況に応じて各法律の適切と思われる規定により対応しま

す。「高齢者虐待防止法」と「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律」（以下「障害者虐待防止法」という。）の法律の間に優先劣後の関係にはないた

めです。 

  養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とさ

れており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話を

している者（高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等）が該当すると考えられま

す。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該

当する場合があります。 

   

３．高齢者虐待に準じた対応 

高齢者虐待の事実があると判断しがたい事例であっても、権利擁護のために支援が必

要と判断されるものについては、事例に応じて必要な支援を行っていく必要があります。 

第1章  高齢者虐待の基本 
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☆高齢者虐待防止法に準じた対応が求められる例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．高齢者虐待の主な種類と具体例 

高齢者虐待は以下の 5 つに分類されます。 

種類 内容 具体例 

身体的虐待 暴力的行為で、痛みを与

えたり、身体にあざや外傷

を与える行為 

 

本人に向けられた危険な

行為や身体になんらかの影

響を与える行為 

 

本人の利益にならない強

制による行為によって痛み

を与えたり、代替方法があ

るにもかかわらず高齢者を

乱暴に取り扱う行為 

 

外部との接触を意図的、

継続的に遮断する行為 

・平手打ち、つねる、殴る、蹴る、やけど、打撲を

させる 

・刃物や器物で外傷を与える など 
 

・本人に向けて物を壊したり、投げつける 

・本人に向けて刃物を近づけたり振り回したりする 

（※）        など 
 

・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビ

リを強要する 

・移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事

を口に入れる      など 
 

・身体を拘束し、自分で動くことを制限する 

（ベットに縛り付ける、ベットに柵を付ける、つな

ぎ服を着せる。意図的に薬を過剰に服用させて動

きを抑制する） 

・外から鍵をかけて閉じ込める。中から鍵をかけて

長時間家の中に入れない など 

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や

威力的な態度、無視、嫌が

らせ等によって精神的、情

緒的に苦痛を与えること 

・老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、そ

れを人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせ

る（排泄の失敗、食べこぼしなど） 

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。 

・侮辱を込めて子供のように扱う。 

・排泄交換や片付けをしやすいという目的で、本人

の尊厳を無視してトイレに行けるのにおむつをあ

てたり、食事の全介助をする。 

・家族や親族、友人等の団らんから排除する 

・台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道

具の使用を制限する     など 

 

① ６５歳未満の者への虐待について 

＊６５歳未満の障害者への虐待は障害者虐待防止法に基づいた対応となりますが、被虐待者の保護先として介護保険施設等

が適当であると判断された場合には、虐待の事実の有無の判断を障害者虐待対応所管課で判断し、その判断を根拠に老人

福祉法によるやむを得ない事由による措置を行うなど、障害者所管課と高齢者所管課の連携が必要です。 

② 介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心身の健康維持がで

きなくなっている、いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高齢者 
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性的虐待 本人との間で合意が形成

されていない、あらゆる形

態の性的な行為又はその強

要 

 

・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放

置する。 

・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下

半身を裸にしたり、下着のままで放置する。 

・人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。 

・性器を写真に撮る、スケッチをする。 

・キス、性器への接触、セックスの強要 

・わいせつな映像や写真をみせる。 

・ 自慰行為を見せる       など 

経済的虐待 
＊養護しない親族
による経済的虐待
について「養護者
による虐待」とし
て虐待の事実有と
判断する 

本人の合意なしに財産や

金銭を使用し、本人の希望

する金銭の使用を理由なく

制限すること。 

 

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない 

・本人の自宅等を本人に無断で売却する 

・年金や預貯金を無断で使用する 

・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用

を払わない          など 

介護・世話の 

放棄・放任 

（ネグレクト） 

 

意図的であるか、結果的

であるかを問わず、介護や

生活の世話を行っている者

が、その提供を放棄又は放

任し、高齢者の生活環境や、

高齢者自身の身体・精神的

状態を悪化させているこ

と。 

 

専門的診断や治療、ケア

が必要にもかかわらず、高

齢者が必要とする医療・介

護保険サービスなどを、周

囲が納得できる理由なく制

限したり使わせない、放置

する。 

 

同居人等による高齢者虐

待と同様の行為を放置す

る。 

・入浴しておらず異臭がする。髪や爪が伸び放題だ

ったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている。 

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空

腹状態が長時間にわたって続いていたり、脱水状

態や栄養失調の状態にある 

・室内にごみを放置する、冷暖房を使わせないなど、

劣悪な住環境の中で生活させる など 

 

 

・徘徊や病気の状態を放置する。 

・虐待対応従事者が医療機関への受診や専門的ケア

が必要と説明しているにもかかわらず、無視する。 

・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に

病院や施設等から連れ帰る など 

 

 

 

・孫が高齢者に対して行なう暴力や暴言行為を放置

する など 

（※）「暴行とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触することは必要で

ない。例えば、人に向かって石を投げ又は棒を打ち下せば、仮に石や棒が相手方の身体に触れないでも暴行罪は成立する」

（東京高裁判決昭和２５年６月１０日）。 

上記判例のとおり、身体的虐待における暴力的行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の身体に接触しなくても、高

齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と認定することができます。   

出典)厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」H30.3,p5-6 より引用 
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5．支援者の基本姿勢 

（１） 高齢者本人の権利擁護の最優先 

高齢者本人の権利を擁護し、人として尊厳のある暮らしが実現するように支援しま

す。被虐待者の生活に支障が生じている事実に着目し、この状態を改善することが最

も優先するべき事項です。 

（２） 高齢者本人の意思の確認・尊重 

虐待の対応方針の検討・選択にあたっては、高齢者本人の意思を最大限尊重するこ

とが重要です。認知症などで意思確認が困難な場合でも、本人の意思を表面的に捉え

るのではなく、本人が理解しやすい形で情報提供を行うなどしてその真意を確認して

いきます。 

本人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合は、高齢者本人が望まない

状況にあったとしても、現在の客観的状況を丁寧に示すことで、その必要性の理解を

促し、高齢者本人の安全確保を最優先する対応を実施します。 

（３） 家族への非審判的な姿勢（家族支援） 

虐待の実態や虐待者を明らかにして、虐待者を加害者として罰したり、虐待者と本

人を分離することが最終目的ではありません。虐待の状況が改善され、高齢者本人の

権利を擁護するために、家族の様々な負担を取り除いたり、家族間の関係調整を行っ

たりすることで、家族が全体として安定した生活を実現できるように支援することが

重要です。ただし、緊急時や改善の見込みがない場合は、虐待者と本人を分離する必

要があります。 

（４） 正確な情報収集と客観的判断 

通報などを受けた機関は、関係機関等と連携し、早急かつ正確な情報収集に努め、

事実に基づく客観的な判断をすることが重要です。また、関係者間の調整や方針決定

について中心的な役割を果たし、当該事例の処遇や経過の確認について責任を持ち、

ケアマネジメントの中核を担うキーコーディネーター（ｐ1６参照）を明らかにして

おくことが重要です。 

（５） 個人情報・プライバシーへの配慮 

高齢者虐待では非常に繊細な問題を扱うため、支援に当たる関係者は、支援の過程

で知った高齢者本人及び家族の個人情報・プライバシーの保護について、特に配慮し

ていく必要があります。 

（６） 関係機関との連携 

高齢者虐待の発生には、家庭内で長年にわたり形成された人間関係や育児・介護疲

れ、生活困窮や養護者が抱える疾患等、様々な要因が影響しており、支援にあたって

はそれぞれの課題に対応した制度や知識が必要となります。そのため、複数の関係

者・関係機関が連携を図りながら高齢者や養護者の生活支援できる体制を構築し、チ

ームとして役割分担を行いながら対応することが必要です。 

（７） 記録の重要性 

     虐待の有無の適切な判断や、対応の説明責任を果たすには、高齢者虐待の対応に関す

るやり取りを根拠資料として記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する必要が

あります。 

虐待対応の記録は、地域包括支援センターや市、関係者・関係機関などによる記録

がありますが、記録の内容に齟齬がないように注意します。 
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★ 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の 

例外規定の高齢者虐待における解釈例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法における利用目的による制限（第 16 条）・適正な取得（第 17 条）・第三者提供の制

限（第 23 条）の例外規定と、高齢者虐待における解釈例（＊部分） 

① 法令に基づく場合 

＊高齢者虐待を発見した者が区市町村に通報を行う場合（高齢者虐待防止法 第 7 条・第 21 条） 

＊事実確認を行う場合（高齢者虐待防止法 第 9 条 1 項） 

＊立入調査(高齢者虐待防止法 第 11 条)において必要な調査又は質問を行う場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき 

＊虐待により本人の生命等を保護するため対応が必要であるが、意識不明又は認知症等により同

意の確認が困難な場合等 

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき 

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める業務を遂行すること

に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき 

＊高齢者虐待防止法に基づき、区市町村と地域包括支援センター、介護保険事業者や民生委員、

警察等の関係機関がネットワークを組んで対応する場合 

                    出典）厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐

待への対応と養護者支援について」H30.3,p42-43 を改変 
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１．早期発見 

虐待者は、虐待をしているという自覚がない場合もあります。そのため、周囲の者が

ちょっとした徴候に気づく視点を日頃から身につけ、適切な窓口につなげられるように

していくことが大切です。 

発見者として期待される、民生委員、町内会、自治会、老人クラブなどの自主団体、

サービス事業者、その他の地域の生活関連団体（コンビニエンスストア、宅配業者等）

に対し、高齢者虐待についての理解を深めてもらうための研修などの普及啓発、そして

普段からの関係作りは、早期発見には欠かせません。早期発見するために帳票集の「高

齢者虐待発見チェックリスト」（ｐ25‐26）を活用すると良いでしょう。 

なお、高齢者虐待防止法では、虐待を発見した者への通報義務が規定されています。 

 

☆高齢者虐待防止法に規定される通報と秘密保持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 高齢者虐待の対応 

養護者による高齢者虐待に係る通報等（第 7 条） 

① 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又

は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな

い。 

② 前項に定めるほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は速

やかにこれを市町村に通報するよう努めなければならない。 

＊虐待を受けたと「思われる」とは、「一般人であれば虐待を受けたと考えることに合理

性がある」という趣旨と解する。 

 

通報者の保護（第 8 条） 

市町村が前条第 1 項若しくは第 2 項の規定による通報又は次条第 1 項に規定する届出を受

けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 ＊公益通報者に対する保護規定 ①解雇の無効 ②その他不利益な取扱い（降格、減給、自宅待機命令、

給与上の差別、退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減給・没収等）の禁止 

 

秘密保持（第 17 条第 2 項） 

 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又は

これらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 

罰則（第 29 条） 

第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
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２．相談・通報 

相談・通報を受けた際には、虐待の具体的な内容や程度、現在の状況、介護サービス

等の利用状況や関わっている事業者などの情報を、できる限り詳細に聞いておくことが

大切です。 

必要な内容を「聞きだし」、対応していくことが、虐待の予防や早期発見・早期対応に

つながります。その情報には発信者の主観も含まれてしまうものです。実際に起こって

いる「事実」と「通報内容」には「ずれ」が生じていることを前提に、その「ずれ」が

どの内容に、どの程度ありそうかを意識した聞き取りをすることが大切です。 

受けた内容は、組織として相談・通報内容を判断する必要があるため、地域包括支援

センター内での共有を図り、介護福祉課へ連絡します。緊急対応の必要性が高いと予測

される場合は、介護福祉課へすぐ連絡し、コア会議を行います。 

 

☆相談・通報時に最低限確認すべき情報 

 

 

 ① 虐待の把握方法 

・伝聞か、直接見聞きしたものか？ 

② 虐待の程度・頻度 

・具体的に（器物を使っているか？ 回数は？ 期間は？･･･等）虐待の頻

度が増しているか？ 

③ 高齢者の心身の状況、養護者の心身の状況、周囲を取り巻く環境 

・危機的状況にあるかどうか？ 高齢者が危機回避できるかどうかを意識す

る。 

・以前の状況を聞き、その後訪問した際の現在状況との比較ができるように

する。 

④ それぞれ(虐待者・被虐待者等)の生活状況や支援の受け入れ(拒否)状況 

・いつ、どのような理由で訪問したらよいかを意識して聞き取る。 

⑤ 関係者、関係機関について 

・その家にかかわっている人は誰かを聞き、その後の情報収集先とする。 

⑥ 通報者の思いと当事者との関係 

・匿名であっても通報として受け付けるが、通報者の思いや関係を聞く。 

＊主な情報収集者：市役所・地域包括支援センター職員 
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事実確認のポイント 

① 原則訪問する。（通報から２日以内） 

・ 健康相談の訪問など、理由をつけ介入する。 

・ 虐待者に虐待を疑っているということが分からないように対応する。 

・ 一方的に虐待者を悪と決めつけずに先入観を持たないで対応する。 

② 収集した情報に基づいて確認を行う。 

・ 関係者等からできるだけたくさんの情報を収集する（かかりつけ医からの医療情報

や家の状況、居室内の状況、本人の様子など）。 

・ 虐待者がこれまで行ってきた介護などをねぎらい、問題を一緒に解決することを伝

えながら情報収集に努める。 

・ 個人情報を理由に情報提供を拒否されることも考えて、本人や養護者から無理強

いによる情報収集は控える。高齢者や家族の生活を支援することが目的であるこ

とと情報源についても守秘義務があることを丁寧に説明する。 

③ 解決すべきことは何かを判断する（自分の価値観だけで判断しない。）。 

・ 緊急分離か見守りを継続するか（分離への本人の意思確認が必要）。 

・ 一時分離かサービス提供、家族支援か（介護負担軽減を図れるプランを検討す

る。）。 

・ 病院か施設か（緊急対応が必要）。 

出典）東京都「高齢者虐待防止に向けた体制構築のために－東京都高齢者虐待マニュアル－」 

ｐ83・84 より引用 

 

３．事実確認 

事実確認とは「虐待の事実が確認できること」ではなく、「通報された情報について

高齢者の安全やその状況の確認を行うこと」をいいます。相談通報を受けた昭島市介護

福祉課、地域包括支援センターは生命に関わる危険な状態である可能性もふまえ、正確

な情報を収集するとともに原則２日以内に訪問し、事実確認を行います。 

訪問して事実確認を行う場合は、医療の必要性や緊急性を適切に判断できるように市

や各地域包括支援センターの保健師等医療職を含めた複数体制での対応が重要となり

ます。 

また、本人と養護者のそれぞれの支援チームを結成し、全体をマネジメントする役割

の人も設定しながらチームで対応します。 
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① 本人や家族等虐待者の思いを理解・受容する。 

   まずは本人や家族等虐待者の思いを理解し受容することで信頼関係をつくり、

何でも話しやすい関係を作る。 

② 名目として他の目的を設定して介入する。 

   健康相談や意識調査など違う目的を設定して介入する。 

③ 訪問や声かけにより、関係を作る。 

   定期的に訪問したり、「近くを通りかかったので」といった理由や他の理由を見

つけて訪問したり声かけを行う。時間はかかるが細く長く関わることで本人に

会うことができたり、家族に連絡が取れたり、近隣から情報を聞くことができ

たりする。 

④ 家族等虐待者の困っていることから、段階をふみながら少しずつ対応

の幅を広げる。 

家族等虐待者の一番困っていることは何かを探り対応していく。虐待者が困っている

時が介入のチャンスであり、虐待者の困難を支援するという視点でアプローチすること

が有効になる。 

⑤ 家族側のキーパーソンを発掘し、協力関係を構築する。 

本人の意思決定に影響を与えうる人を、家族・親族などの中から探しだし、その協力

を得て援助を展開する。 

⑥ 緊急性の高い場合は法的根拠により保護する。 

緊急性が高いと判断される場合には法的根拠に基づく支援を行う。 

 

４．介入拒否時の対応 

（１）介入拒否時の対応のポイント 

介入に当たり、最大の難関が高齢者本人や虐待者からの介入拒否です。介入拒否を

解消するためには、まず本人や家族の思いを受け止めて、粘り強く関わることで信頼

関係を築くことが大切です。介入拒否が解消されずに、高齢者の生命や身体に重大な

危険が懸念されるときには、適切な時期に立入り調査を実施します。 
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自治体が法的に「生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがある」と判断できる状況(例) 

① 近隣住民や関係者から、高齢者の重篤な怪我や衰弱、慢性疾患の悪化、重い感染症などにつ

いての具体的な情報が寄せられているにもかかわらず、家族等の拒否が強く、様々な働きかけ

をしても居所への立ち入りや高齢者本人への面会などが実現できず、安否が確認できないとき。 

② 虐待の事実が確認でき、高齢者の生命又は身体の重大な危険が明らかであるにもかかわらず、

虐待者が具体的な支援を受け入れず高齢者の保護や治療が困難なとき。 

③ 入院や医療的な治療が必要な高齢者を家族が無理に連れ帰り、住居内に引きこもっているよ

うなとき。 

   『留意事項』 

① 高齢者本人の安否及び意思が事前に確認でき、高齢者自身が真に介入を拒否している場合に

は、その本人の意思を尊重するべきであり、立ち入り調査の要件には当たらないとの考えもあ

りますが、最低限必要な支援について、本人の理解が得られるように取り組み方を工夫するこ

とが必要です。 

② 高齢者本人が認知症などにより適切な判断ができないために、拒否的な対応になってしまう

場合もあるため、その判断は慎重になされなければなりません。 

   出典）東京都「高齢者虐待防止に向けた体制構築のために－東京都高齢者虐待マニュアル－」 ｐ90 より引用 

（２）立入り調査 

高齢者虐待法の施行により、様々な方法で支援を試みても虐待者の理解が得られず

に、高齢者の安否の確認や援助の実施ができない場合で、高齢者の生命や身体の重大

な危機が懸念される場合には、行政の権限として「立入り調査」を実施することが可

能となりました。 

◎立入り調査を実施できるのは行政職員です。 

立入り調査の実施に当たっては、それが有効なものとなるように、できる限り高齢

者本人の意思を事前に確認してそれを尊重することのほか、実際に立入り調査を行う

職員、調査を行う時間帯、建物の管理人など関係者の協力、病院への救急搬送や警察

を含めた関係機関との連携、保護が必要となった場合の受け入れ先の確保などを事前

に行い、計画的に実施していく事が重要です。養護者が立入り調査を拒否し、施錠し

てドアを開けない場合、鍵やドアを壊して立ち入ることはできません。事前に立入り

調査の方法やタイミングを判断する必要があります。 

立入り調査は法律に基づいた行政行為であることを説明し、冷静な対応を心がけま

す。 

 

 

Q：養護者や高齢者から訪問を拒否された場合でも、立入り調査を実施することができるか？ 

A：市町村の立入り調査は、養護者や高齢者から訪問を拒否された場合でも実施することができる。抵

抗する養護者等が出入りする時間帯をチェックして、不在を見計らって世情されていない居室に立入

ることが可能。 

  この場合、鍵を壊したり、ドアを破るなどの有形力を行使することはできない。不在を見計らって

施錠されていない家に入ることは、住居の平穏は害されるが、有形力は行使されていないので、高齢

者虐待防止法の立入り調査として許される。 

  ＊「有形力」とは、物理的な力のことを言う。「有形力の行使」の典型は、殴る、蹴るなど他者に暴力

を振るうことである。 

（「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き」日本社会福祉士会 

p121 より一部抜粋） 
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◎ 援助を求められた警察官が、以下の措置を執ることが考えられます。 

（「児童虐待」についての国のマニュアル参照） 

 

① 職務執行の現場に臨場したり、現場付近で待機、状況によっては行政職員と一緒に

立入ること。 

② 養護者が暴行、脅迫などにより職務執行を妨げようとした場合や高齢者への加害行為

が現に行われようとする場合等において、警察官職務執行法第５条に基づき警告を発し

又は行為を制止し、あるいは同法第６条第１項に基づき住居等に立入ること。 

③ 現に犯罪に当たる行為が行われている場合に刑事訴訟法第２１３条に基づき現行犯と

して逮捕するなどの検挙措置を講じること。 

 

◎ 警察への援助要請等に関する規定 

 

警察署長に対する援助要請等（高齢者虐待防止法 第１２条） 

 

① 市町村長は、前条第１項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合

においてこれらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又

は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

② 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期す観点から、必要に

応じ適切に、前項の規定により警察署長に対して援助を求めなければならない。 

③ 警察署長は、第１項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命

又は身体の安全を確保するために必要と認めるときは、速やかに所属の警察官や、同

項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６

号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるように努めなければならない。 

（３）警察に対する援助要請 

立入り調査の実施に当たり、養護者から物理的その他の手段による抵抗を受ける

おそれがあるなど、警察官の援助が必要と判断される場合には、行政は警察署長へ

の援助要請を行うことになります。この場合は、所轄の警察署の生活安全課あてに

援助依頼を提出し、状況の説明と立入り調査に関する事前の協議を行います（緊急

の場合は除く）。 

警察署長は所属の警察官に、高齢者の生命又は身体の安全を確保することを援助

するように務めることとされていますが、立入り調査は行政が法の根拠に基づいて

主体的に実施するものであり、警察官の職務ではありません。 
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緊急性が高いと判断できる状況（例） 

 

① 生命が危ぶまれるような状況が確認される、又は予測される。 

骨折、頭蓋内出血、重症のやけどなどの深刻な身体外傷、極端な栄養不良、脱水状態、

「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報、器物（刃物、食器など）を

使った暴力の実行、又は脅かしがあり、エスカレートすると生命の危険が予測される。 

② 本人や家族の人格や精神状態に歪みが生じている、又はそのおそれがある。 

虐待を理由として、本人の人格や精神状態に著しい歪みが生じている、家族の間で虐待

の連鎖が起こり始めている。虐待が恒常化しており、改善の見込みが立たない。 

③ 虐待が恒常的に行われているが虐待者の自覚や改善意欲が見られない。 

虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く、介入そのものが困難であった

り改善が望めそうにない。 

④ 高齢者本人が保護を求めている。 

   高齢者本人が明確に保護を求めている 

出典）東京都「高齢者虐待防止に向けた体制構築のために－東京都高齢者虐待マニュアル－」 

ｐ99 より引用 

５．アセスメント 

◎ アセスメントのポイント 

収集した情報を整理して、対応する事例の問題状況を多面的に分析し、支援方針の

検討に生かします。まずは緊急性の判断をいち早く行うことが重要です。 

 

◎ アセスメントの観点 

・緊急性の判断材料 

虐待の深刻度や緊急性ありと判断した場合、あるいは緊急性が疑われた場合は、分

離を含めた早期の対応策をコア会議で検討 

・本人及び家族の状況の確認（経済状況を含む。） 

・本人と養護者の意思・意向 

・本人の危機回避能力 

・本人の判断能力（HDS-R、MMSE、DASK などを活用） 

・虐待の要因や背景の分析 

・地域資源の分析 

・虐待を行なっている者が養護者にあたるかどうかの判断材料 

 

利益衡量（比較衡量）の考え方 

 虐待対応の実際では、高齢者本人支援が中心なはずなのに、養護者支援が中心になってしま

う場合が多々あります。その時に利益衡量の考え方から「効果とリスクを比較する」ことが有

効です。考えられ得る支援の「効果」と「リスク」を本人支援と養護者支援と比較することで、

より効果が大きく、よりリスクが少ない支援を選択し、リスクへの対応を準備しておきましょ

う。 

『それを制限することによって得られる利益と、それを制限しない場合に維持される利益と比

較して、前者の価値が高いと判断される場合には、それによって人権を制限できる』 

（伊藤真「伊藤真の憲法入門第 3 版」日本評論社、2004 年 p109 より抜粋） 
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「コア会議」とは 

目 的：緊急性の高低と虐待の有無の判断を行う場です。緊急性と虐待の有無の

判断のほかに、高齢者虐待の構造、高齢者虐待ではない場合の対応、緊

急対応の判断、今後の情報収集の方針、役割や手順について協議を行い

ます。緊急時は、電話等で会議を行ないます。 

構成員：高齢者虐待防止事務を担当する市町村職員及び担当部管理職（昭島市介

護福祉課長）と、事務を委託した場合には委託先の担当職員（各地域包

括支援センター職員）で構成されます。 

 

高齢者虐待の程度 

程  度 内  容 

当事者に自覚がない場合も含

めて、外から見ると明らかな虐

待と判断できる状態で、行政・

医療・福祉等の専門職による

介入が必要な状態 

緊
急
事
態 

高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしてお

り、一刻も早く介入する必要がある。 

例：生命にかかわる外傷、脱水・栄養不足による衰弱、感染症や重

度の慢性疾患があるのに医療を受けさせない など 

要
介
入 

放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響が生じ

るか、そうなる可能性が高い状態。当事者の自覚の有無に

かかわらず、行政・医療・福祉等専門職による介入が必要 

例：医療を必要とする外傷や慢性的なあざや傷がある。必要な食事

等が保障されていない。介護環境がきわめて悪い など 

虐待かどうかの判断に迷うこと

が多い状態。放置すると深刻

化することもあるため、本人や

家族の介護、介護サービスの

見直しをはかることが大切 

要
見
守
り
・支
援 

高齢者の心身への影響は部分的であるか、顕在化してい

ない状態。介護の知識不足や介護負担が増加しているな

どにより不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の

中で生じた言動等が虐待につながりつつあると思われる

場合などがある。 

 

６．支援方針の検討と支援計画の策定 

支援方針の検討に当たってのポイント 

・ まず、昭島市介護福祉課と昭島市地域包括支援センターの出席を必須としたコア会

議を開催します。コア会議では、緊急性の高低と高齢者虐待の有無の判断を行い、

虐待が有と判断された場合は、法の下に支援を行っていきます。 

＊介護福祉課長の出席が困難な場合には、会議での検討内容を追認する形をとります。 

・ 誰が支援の舵取りをするのか、キーコーディネーターを決めます。 

・ 初回のコア会議は、虐待の有無や構造が把握できていない状態で行なうこともあり

ます。「虐待があるかどうか不明」あるいは「疑いがある」という場合は事実確認・

情報収集を続けることが必要です。 

 ・ 支援方針の決定に当たっては、個別ケース会議を開催して多面的に関係者が協議し、

高齢者本人の意思を最大限に尊重します。 

 ・ 本人支援と養護者支援の計画を作成し、それに基づいて支援していきます。 

   ※緊急性が高い場合には個別ケース会議を開催する前に、コア会議で支援方針の検

討を行います。 
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「個別ケース会議」とは 

目 的：支援方針の検討、支援計画の策定を行う場です。決定する支援計画は 

虐待解消、高齢者の権利擁護を目指すものです。 

構成員：事例に応じて、必要な支援が提供できる各関係機関等の実務担当者を 

招集します。 

 

「キーコーディネーター」とは 

 ① 高齢者や家族への支援が統一された方針のもとに実施されるように、中心となっ

て対象者の状態を継続的に確認し、複数の関係機関の調整を行います。 

 ② 関係者や関係機関からの情報の集約、情報の分析による支援方針についての協議

の進行・決定、対象者の状態像の継続的な確認（モニタリングの実施又は報告受理）、

関係者間の連絡調整等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．具体的な支援方法 

◎ 分離による保護 

生命にかかわる危険性がある場合など、緊急性が高い場合や、他の手法では虐待の

軽減が期待できないような場合は、家族分離について検討します。昭島市（介護福祉

課）と地域包括支援センターが連携し、一時的に施設に保護するように支援します。

要介護認定を受けているときは、特別養護老人ホームや老人保健施設・有料老人ホー

ムなどで緊急にショートステイできるように手配します。要介護認定非該当(自立)の

場合は、高齢者生活支援ショートステイ事業の活用などを検討します。 

虐待再発のリスクが高く、長期分離が必要な場合には特別養護老人ホームや養護老

人ホームへの入所を検討します。 

また、保護先において養護者による連れ帰りの可能性がある場合は、面会制限（同

法第１３条）、あるいは、施設管理権による面会制限の必要性を検討します。 

なお、特別養護老人ホーム（老人福祉法第１１条第１項第２号）と養護委託（老人

福祉法第１１条第１項第３号）による「やむを得ない事由による措置」の場合は、高

齢者虐待防止法第１３条による面会を制限することが可能です。しかし、養護老人ホ

ーム（老人福祉法第１１条第１項第１号）に保護した場合は、施設管理権による面会

制限となります。 

 

○高齢者虐待と定員超過の扱いについて 

平成１８年４月の高齢者虐待防止法の施行に併せ、指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準が改正されました。改正では、「虐待」の文言が追加され、虐待対応にお

けるやむを得ない事由による措置について、定員の５％（定員５０人の特別養護老人ホーム

では２人まで）までの増員については、介護報酬上減算対象外となることが明示されていま

す。 

 

○やむを得ない事由よる措置のサービス種類 

特別養護老人ホームだけでなく、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護があります。 
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家 族 分 離 

① 家族分離は家族関係を分断するリスクが高く、分離後の本人と家族の両者へのケアが

難しい場合があります。分離後に自殺企図や訴訟を起こすこともあり、分離前に予見さ

れるリスクへの対応を、チームで検討しておく必要があります。 

まずは、事実確認、養護者支援、民生委員等の地域関係者や在宅サービス等を利用し

た支援を行った上で、それでも必要な場合に高齢者本人の意向を確認しながら家族分離

を検討します（緊急の場合はこの限りではありません）。 

② 分離後の高齢者本人と家族のフォローや、本人が家庭や地域に戻って生活できるため

の手立てについても検討・調整するという長期的な視点（家族分離が最終解決ではない）

が欠かせません。 

③ 一番大切なことは、高齢者本人も家族もそれぞれが安心して生活できるようになるこ

とであり、かつ、虐待が再発しないことだと考えられます。高齢者本人と家族の双方の

意向を確認・尊重しながら個々の状況に応じて考えていくことが大切です。 

○面会制限の解除について 

高齢者虐待防止法第１３条による面会制限、あるいは施設管理権による面会制限は、あく

までも一時的な制限であるため、どのように解除していくかも同時に検討する必要がありま

す。 

 

○住民基本台帳の閲覧等の不当利用の防止 

 虐待した養護者から高齢者の身を守るために転居した場合、養護者やその知人が住民基本

台帳の閲覧等の制度を不当に利用して被害者の住所を探し、再び虐待に及ぶ危険が考えられ

る場合があります。 

 その場合、各市町村長が事務を行う住民基本台帳の閲覧等について、高齢者虐待の被害者

の申出に基づき、加害者からの被害者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求は、各条項におけ

る要件を満たさない又は「不当な目的」（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２

条第６項）があるものとして閲覧等が拒否されます。 

 また、第三者からの請求については、加害者のなりすましや加害者からの依頼による閲覧

等を防止するため、本人確認や請求事由の審査がより厳格に行われます。 

 

○年金個人情報の秘密保持の手続 

 日本年金機構では、秘密保持の手続を希望する者のうち、暴力、財産の不当な搾取等の虐

待を受けているため、保護・支援されている又は過去にされていたことが支援機関等により

証明されている者は、①基礎年金番号を別の番号に変更する、②本人又は法定代理人以外の

者が委任状を持参して来訪したとしても個人情報に関する回答及び手続を行わないことが可

能です。 

秘密保持の手続の要件として、支援機関等による証明書の提出を求めているため、保護・

支援を受けている又は過去にされていた旨の証明を行うなどの対応が必要となります。 

 

    ○虐待等被害者に関わるマイナンバー制度の不開示措置 

     マイナンバー制度においては、虐待等の被害者の住所・居所がある都道府県又は市町村に

係る情報を加害者が確認できないよう、不開示コード等の設定や、お知らせを送る対象から

除外する措置を行うことができます。 

＊厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」H30.3,p67 参考  
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◎ 一時的な家族分離の手段の例 

対応手段 備 考 

契約によるサービス利用 ・本人の同意や成年後見制度の活用等によって、契約によるサ

ービス利用を行う 

・ショートステイや、お泊りデイサービスを利用して、その間に家族

関係の調整を行い、契約形態にもっていくなどの工夫が必要。 

・住まい等の種類としては、有料老人ホーム（介護付、住宅型、

健康型）、生活支援ハウス、シルバーピア、サービス付き高齢者

住宅、東京シニア円滑入居賃貸住宅などである 

高齢者生活支援ショートステイ事

業（緊急ショートステイ） 

・虐待などにより、緊急に保護が必要な高齢者などを、施設にお

いて短期間保護する 

養護老人ホーム入所 

（老人福祉法第１１条第１項第１号） 

・６５歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的な理由によ

り居宅での生活が困難な人を入所させる施設 

やむを得ない事由による措置に

よる入所・在宅サービスの利用  

（老人福祉法第１１条第１項第 2 号） 

・老人福祉法に基づく市の決定事項として、虐待等の理由により

契約による介護サービスの利用が著しく困難な６５歳以上の高

齢者について、市が職権を以って介護サービスの利用に結び

つけるもの 

・サービス種類としては、訪問介護、通所介護、短期入所生活介

護、小規模多機能居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特

別養護老人ホームである 

養護委託による入所・入院 

（老人福祉法第１１条第１項第 3 号） 

・上記のサービス種類として入っていない医療機関や老人保健

施設への保護の必要があり、関係機関の協力を得られる場

合、老人福祉法第１１条第１項第３号の「養護受託者」として対

応する 

軽費老人ホーム 

（A 型、B 型、ケアハウス、 

都市型） 

・老人福祉法に規定される老人福祉施設で、低額な料金で、家

庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが

困難な者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設 

無料低額宿泊施設 ・生活保護受給者で、住宅のない要保護者の世帯に対して、住

宅を提供するための施設で、家族用と単身者用とがある。 

保護命令 

（シェルターへの保護、 

接近禁止命令・退去命令） 

・配偶者等からの暴力の場合で、「被害者が更なる暴力により、

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合」に、

それを防止するため、地方裁判所が被害者からの申立により暴

力を振るった配偶者等に対し発する命令（配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律 第１０条） 

 

出典)厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」H30.3,p58、

同出典資料②-1「高齢者虐待対応関連 Q&A Q8A8」、東京都「社会福祉の手引」2018 を参考に作成 

 

 

 

 

 

 



19 

◎ アセスメント結果を踏まえた支援メニュー選定の考え方 

アセスメント結果 支援メニュー選定の考え方 

被虐待者、虐待者の生命にか

かわるような重大な状況にある

場合（緊急事態の際） 

・緊急的に分離・保護できる手段を考える（警察・救急も含む）。 

・自傷他害行為がみられる場合は警察へ連絡する（精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第 24 条通報などの活用）。 

・自殺念慮などがある場合は、昭島市健康課こころといのちの相談窓

口、多摩立川保健所などに相談する。 

・施設入所、一時保護、入院など。措置権の発動も視野に入れて対応

する。 

虐待者や家族に介護負担・スト

レスがある場合 

・訪問（定期的、随時）や電話で、虐待者の話を聞き、家族が頑張って

いることを支持する。 

・在宅サービスを導入・増加する（特にデイサービスやショート 

ステイ利用により介護を離れることができる時間を作る）。 

・同居の家族や別居の親族の間で介護負担の調整を勧める（一時的

な介護者交代や介護負担の分担など）。 

・施設入所を検討する。 

・介護についての相談窓口、地域の家族会などを紹介する。 

・専門のカウンセリング 

虐待者や家族に介護の知識・

技術が不足している場合 

・介護の知識や技術についての情報提供 

・在宅サービスを導入しサービス提供の中で知識・技術を伝える。 

認知症がある場合 ・家族に認知症の症状や関わり方についての情報提供、説明・指導 

・家族に認知症についての相談窓口（医療相談を含む。）を紹介し、関

わりについての専門的助言を受けるように勧める。 

・服薬等により症状のコントロールが可能な場合があるので、専門医を

紹介し診断・治療につなげる。 

・地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）、成年後見制度

の活用を検討する。 

高齢者本人や家族（虐待者を

含む。）に精神疾患や依存など

の問題がある場合 

・精神疾患、アルコール依存などがある場合は、昭島市障害福祉課、

多摩立川保健所又は医療機関につなげる。 

・地域の民生委員等に見守りを依頼する。 

・成年後見制度の活用を検討する。 

・昭島市障害者相談支援センターへ相談する。 

経済的な困窮や借金などがあ

る場合 

・生活保護担当へ相談する。 

・各種の減免手続きを支援する（都営、市営住宅家賃、教育費等）。 

・生活福祉資金貸付事業（社会福祉協議会）などの活用を検討する。 

・昭島市くらし・しごとサポートセンターへ相談する。 

・法テラスへ相談する。 

子や孫が抱える問題がある場

合（児童虐待の併発、孫など子

どもへの影響など） 

・昭島市子ども家庭支援センター、昭島市子育て世代包括支援センタ

ー、多摩立川保健所などによる支援をはかる。 

高齢者であって心身機能の障

害がある、障害者虐待が疑わ

れる場合 

・障害（身体・知的）がある場合は、昭島市障害福祉課へつなげる。 

・昭島市障害福祉課と協議を行い、役割分担を決める。 

・昭島市障害福祉課、昭島市障害者虐待防止センターへ通報する。 
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モニタリング内容 

① 支援計画どおりに支援やサービスの実施が行われているか、内容が適切であるか。 

② 被虐待者・虐待者（養護者を含む。）の意向、生活状況全般、支援・サービスの受け入

れ状況などの確認 

③ 支援計画に揚げられた目標の達成状況 

④ 支援課題や支援計画変更の必要性 

「見守り」支援をする場合（見守りという名の放置にならないように） 

 介入のきっかけをつかむための待機としての一時的見守りや、目標を達成するための最も

有効な「支援」としての見守りなどの場合は、「誰が」「何を目標に」「何を見守るのか（ど

のように関わるのか）」「どのような状態になったら」「誰にしらせるのか（どう行動するの

か）」「この見守り支援は『いつまで』か」を決めておく必要があります。 

８．モニタリング・評価 

 

随時関係者から情報を集約・確認し、状態変動時には再アセスメントと支援方針の修

正を行います。キーコーディネーター等が中心となって関係機関から情報を集約・確認

し、必要な調整を行います。 

支援計画に基づいた支援が計画どおりに適切に実施されているか把握していきます。

キ－コーディネーターは、報告や連絡が漏れなくされていくよう、支援の全体像の把握

に努めることが大切です。 

そして、支援計画の際に立てた目標が達成できているかどうかの評価を行いながら、

支援計画の見直しや虐待対応の終結の判断をしていきます。 

 分離した後でも、終結となるまで、高齢者の状況を月 1 回程度モニタリングし、今

までの支援の評価・見直しを実施し、これから先の支援を考える必要があります。 

 養護者からの連れ去り等の危険があり措置による面会制限をかけている間は、法に

基づいて虐待の対応を行なっている段階にあるため、支援計画・モニタリング・評価

が必要となります。 

 虐待又は虐待の疑いがあると判断されたケースは、定期的に進行管理を行い、セカ

ンドオピニオンを得られる場を活用しながら、対応の遅れ、見落としなどがないよう

にします。 

９．終結 

   

虐待対応は、「虐待が解消されたこと及び高齢者が安心して生活を送るために必要な

環境が整ったこと」を確認し、終結を判断します（H30 厚生労働省マニュアル p71）。 

虐待対応の支援の目標が達成された時点で虐待対応としての関わりは終結しますが、

「虐待は解消しているものの、ケアマネジャーがサービス提供に困難を抱える状況があ

る」等という場合には、包括的継続的ケアマネジメント支援として、関わりを継続する

場合もあります。 

また、虐待対応による家族分離の後、養護者が不安定な状態に陥り、虐待を受けた高

齢者の安定した生活に影響する可能性がある場合等は、関わりを継続する場合もありま

す。 

どのような場合にあっても、終結してよい状況となったかどうかの判断は、関係者・

関係機関の意見も踏まえ、コア会議において行なうことが原則です。
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１１．  昭島市介護福祉課、昭島市地域包括支援センターの役割 

 

◎：中心的な役割を担う            ○：関与することを原則とする 

△：必要に応じてバックアップする       空欄：当該業務を行なわない 

 

対応項目 

昭島市

介護 

福祉課 

昭島市地域 

包括支援セン

ター 

ネットワーク ・高齢者虐待防止ネットワークの構築・運営 ○ ◎ 

広報・ 

啓発活動 

・高齢者虐待に関する知識・理解の啓発 

・認知症に関する知識や介護方法の周知、啓発 

・通報（努力）義務の周知 

・相談窓口・高齢者虐待対応協力者の周知 

・専門人材の確保 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

相談・通報・ 

届出への対応 

・相談、通報、届出の受付 

・相談への対応（高齢者及び養護者への相談、指導及

び助言）（第６条・第１４条第１項） 

・受付記録の作成 

・緊急性の判断 

◎ 

○ 

 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

◎ 

○ 

事実確認・ 

立入り調査 

・関係機関からの情報収集 

・訪問調査 

・立入り調査 

・立入り調査の際の警察署長への援助要請 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

△ 

 

援助方針の 

決定 

・個別ケース会議の開催（関係機関の招集） 

・支援方針等の決定 

・支援計画の作成 

◎ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

支援の実施 ・やむ得ない事由による措置の実施 

・優先入所の依頼 

・市長による成年後見制度利用開始の審判の請求 

◎ 

◎ 

◎ 

△ 

△ 

△ 

養護者支援 ・養護者支援のためのショートステイ居室の確保 ◎ △ 

モニタリング・ 

評価 

・支援の実施後のモニタリング 

・評価 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

その他 （養護者による高齢者虐待防止関係） 

・個人情報取扱ルールの作成と運用 

（財産上の不当取引による被害の防止関係） 

・第三者による被害の相談 

・消費生活関係部署・機関の紹介 

・庁内の障害者虐待、児童虐待等の関係部署との連携 

 

◎ 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 

△ 

 

△ 

◎ 

○ 

出典）平成１８年３月厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待の対応について」を変更 
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１．家族支援の意義 

・高齢者虐待は、介護負担・家族関係の強弱・精神障害やアルコール依存など多く

の因子が絡み合って生じており、様々な要因によって発生した家族内のストレス

が家庭内で最も弱者である高齢者に対して表出したものです。 

・虐待の発生に関わっている一方で、実際に高齢者の介護を行い、生活を支えてい

るのも家族です。家族と虐待との関係は、虐待の発生に深く関わっていると同時

に、虐待問題の解決とも深く関わっていることから、事例への対応には虐待者を

含む家族全体をアセスメントし、高齢者本人への支援と同時に家族を支援する観

点が重要になります。 

 

２．家族をみる視点 

・支援の開始に当たって、家族全体の状況を把握することは、問題の発見、解決の

方法を探るのに重要です。 

・家族内に生じた高齢者の介護という新たな課題が、家族の結びつきを強化する場

合もありますが、逆に家族内のバランスを崩し、結びつきを弱めてしまうことで

虐待に派生していく場合もあります。 

 

■家族全体をみるための視点■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．支援者の基本姿勢 

（１） 家族の想いの受容 

対象の家族には、それまでに生活してきた家族の歴史があります。問題が発

生し、様々な想いの中で複雑な心理状況になり混乱していることもありますが、

その時々の家族の想いをありのままに受け止める姿勢が大切です。 

（２） 家族の主体性（自己決定）の尊重 

生活の主体は家族であることから家族の意思を尊重し、介護や支援の方向性

を決定していけるように援助していく姿勢が大切です（緊急の場合はこの限り

でない）。 

 

第 3 章 家族への支援 

① 家族構成と家族の健康問題 

② 家族内の役割 

高齢者を主にケアする人は誰か、ケアの方法を決めている人は誰か、家事の分担はどう

なっているか、最終決定をする人は誰か など 

③ 家族内の人間関係 

家族内の雰囲気はどうか。高齢者が一番信頼しているのは誰か など 

④ 家族の結びつき 

家族内の一人ひとりがどのように介護に向き合っているか、どう思っているか など 
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（３） 中立的な立場での支援 

特定の家族の想いを重視又は無視したりすることなく、すべての家族の想い

を大事にしながら支援することが大切です。 

 

４．家族支援のポイント 

（１） 多面的な介入 

高齢者虐待事例では、養護者自身が自立困難の問題を抱え、高齢者本人と共

依存関係にあることが多くみられます。支援者には、養護者の自立支援の観点

からの支援の展開が重要です。家族支援に当たっては、介護や高齢者相談など、

高齢者福祉の枠組みの中だけではなく、精神保健や生活保護、障害福祉、児童

福祉などと連携し、多面的に介入を図っていくことが必要です。家族がうつ状

態に陥いったり、頑張りすぎて疲弊しないように、また高齢者本人の要介護や

認知症等の状態を受容できるよう、カウンセリング等の技法を用いた支援も必

要です。  

（２） 本人支援チームと養護者支援チームの協働 

本人支援を主としている人が、養護者に対応すると、どうしても養護者を責

める対応になってしまう場合があります。本人と養護者のそれぞれの立場から

物事を捉え考えられるように、それぞれに担当を分けチームを結成し協働して

いきます。  

■主な養護者支援に関わる関係機関■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 長期的な観点から支援方針の決定  

保護・分離などを図る場合には、本人支援が終わった後に、残された家族を

誰がどのようにフォローしていくかが課題となります。残された家族への影響、

家族のその後の生活のことも考慮して支援方針を決定し、早期から関係機関を

入れていく必要があります。 

（４） 支援者間で情報交換、共通対応方針の徹底 

養護者家族の中には、支援者間の対立をあおるような言動をするなどして、

支援者同士の連携に混乱を引き起こすタイプの人もいます。養護者等に振り回

されないように、支援者同士きちんと情報交換、事実確認をし、共通した対応

方針を確認して徹底していくことが必要です。 

・生活保護法所管         ・生活困窮者自立支援法所管 

  ○昭島市生活福祉課        ○昭島市くらし・しごとサポートセンター 

・精神保健福祉法所管 

   ○多摩立川保健所         ○東京都多摩総合精神保健福祉センター 
  ○虹のセンター25        ○昭島市障害福祉課 
  ○昭島市障害者相談支援センター 

・その他 

   ○昭島警察署           ○ハローワーク    ○社会福祉協議会 
○昭島市子ども子育て支援課（ひとり親・女性相談）     
○昭島市認知症初期集中支援チーム ○認知症疾患医療センター      など 



 

資料集 

 

 

１．帳票集 

 

 

 



高齢者虐待発見チェックリスト(昭島市版）

虐待が疑われる場合の「サイン」として、以下のものがあります。複数のものにあてはまると
疑いの度合いはより濃くなります。これらはあくまで例示ですので、この他にも様々な「サイ
ン」があることを認識しておいてください。

氏名 男・女 生年月日

確認場所　□居宅　□来所　□その他（　　　　　　　　　　　　）

1 なし 3 目視など 5 聞き取り

2 写真など 4 介護看護記録 6 不明

《身体的虐待のサイン》

身体に小さな傷が頻繁にみられる。

大腿（太もも）の内側や上腕部（肘上）の内側、背中などに傷やみみずばれがみられる。

回復状態の様々な段階のキズ、あざ等がある。

頭、顔、頭皮などにキズがある。

臀部(お尻）や手のひら、背中等に火傷や火傷跡がある。

急におびえたり、恐ろしがったりする。

「怖いから家にいたくない｣等の訴えがある。

キズやあざの説明のつじつまが合わない。

主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。

主治医や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない。

《心理的虐待のサイン》

かきむしり、噛み付き、ゆすり等がみられる。

不規則な睡眠（悪夢）、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等を訴える。

身体を萎縮させる。

おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどの症状がみられる。

食欲の変化が激しく、摂食障害（過食、拒食）がみられる。

自傷行為がみられる。

無力感、あきらめ、投げやりな様子になる。

体重が不自然に増えたり、減ったりする。

《性的虐待のサイン》

不自然な歩行や座位を保つことが困難になる。

肛門や性器からの出血やキズがみられる。

生殖器の痛み、かゆみを訴える。

急に怯えたり、恐ろしがったりする。

人目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える。

主治医や保健、福祉の担当者に話すことや援助を受けることに躊躇する。

睡眠障害がある。

通常の生活行動に不自然な変化がみられる。

作成日　　　    　 　　年　　　月　　　日 作成者

虐待の事実

明治・大正・昭和　　　　　　年　　　月　　　日　　　　歳

確認時の養護者の有無　□有　□無し

出典）平成18年東京都高齢者虐待対応マニュアルの「高齢者虐待発見チェックリスト」を一部修正
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《経済的虐待のサイン》

年金や財産収入があることは明白なのにも関わらず、お金がないと訴える。

自由に使えるお金がないと訴える。

経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない。

お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない。

資産の保有状況と衣食住等生活状況との落差が激しくなる。

預貯金が知らないうちに引き出された、通帳がとられたと訴える。

《ネグレクト　介護など日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢》のサイン　※自己放任も含む

居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている。また異臭を放っている。

部屋に衣類やおむつ等が散乱している。

寝具や衣服が汚れたままの場合が多くなる。

汚れたままの衣服を身に着けるようになる。

かなりのじょくそう（褥創）床ずれができている。

身体からかなりの異臭がするようになってきている。

適度な食事を準備されていない。

不自然に空腹を訴える場面が増えてきている。

栄養失調の状態にある。

疾患の症状が明白にもかかわらず、医師の診断を受けていない。

《セルフネグレクト・自己放任のサイン》

昼間でも雨戸がしまっている。

電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃等の支払いを滞納している。

配食サービス等の食事がとられていない。

薬や届けた物が放置されている。

ものごとや自分の周囲に関して、極度に無関心になる。

何を聞いても「いいよ、いいよ」と言って遠慮をし、あきらめの態度がみられる。

室内や住居の外にゴミがあふれていたり、異臭がしたり、虫がわいている状態である。

《養護者の態度にみられるサイン》

高齢者に対して冷淡な態度や無関心さがみられる。

高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる。

他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法へのこだわりがみられる。

高齢者の健康や疾患に関心がなく、医師への受診や入院の勧めを拒否する。

高齢者に対して過度に乱暴な口のきき方をする。

経済的に余裕があるように見えるのに、高齢者に対してお金をかけようとしない。

保健、福祉の担当者と会うのも嫌うようになる。

《地域からのサイン》

自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴・うめき声、物が投げられる音が聞こえる。

郵便受けや玄関先などが、１週間前の手紙や新聞で一杯になっていたり、電気メーターが回って

いない。

気候や天気が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしばみられる。

家族と同居している高齢者が、コンビニやスーパーなどで、一人分のお弁当等を頻繁に買っている。

近所づきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。

高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊している姿がみられる。

庭や家屋の手入れがされていない。または放置の様相（草が生い茂る、壁のペンキがはげている、

ゴミが捨てられている）を示している。
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相談日

相談方法

ﾌﾘｶﾞﾅ

対象者氏名 様

住所

世帯形態

相談者氏名

相談者住所

相談内容

　□　虐待の可能性あり

　　所見
（担当者の意見
等）

確認印

所長

NO.

様　　　

ID：
被保番：

　平成　　　　年　　　　月　　　　日 受付者

昭島市

初回相談受付票兼高齢者虐待疑い受付票

対応概要

□身体的虐待の疑い　　□放棄放任の疑い　　□心理的虐待の疑い
□性的虐待の疑い 　　　□経済的虐待の疑い

関係

電話番号

昭島市地域包括支援センター①号-Ⅰ

□
男
□
女

生年月日

電話番号

□　明治
□　大正　　　　　年　　　月　　　日生
□　昭和
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　歳）

□相談指導のみ  □次回訪問  □関係機関への連絡調整　□その他
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歳

5

6

聞き取り

不明

頭部に傷、顔や腕に腫脹、身体に複数のあざ、頻繁なあざ

サイン；当てはまるものがあれば○で囲む

虐待の事実
1

2

なし

写真など

3

4 支援経過記録

目視など

「怖い」「痛い」「怒られる」「家にいたくない」「殴られる」といった発言がある

おびえた表情、急に不安がる、家族のいる場面いない場面で態度が異なる

自由に外出できない、自由に家族以外の人と話すことができない

つじつまが合わない、求めても説明しない、隠そうとする

着の身着のまま、濡れたままの下着、汚れたままのシーツ

異臭がする、極度に乱雑、ベタベタした感じ、暖房の欠如

サイン；当てはまるものがあれば○で囲む

関係者に話すことを躊躇、話す内容が変化、新たなサービスは拒否

その他

　２．放棄・放任

現
状
と
対
応

必要であるが未利用、勧めても無視あるいは拒否、必要量が極端に不足

家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない

やせが目立つ、菓子パンのみの食事、他所ではガツガツ食べる

身体の異臭、汚れのひどい髪、皮膚の潰瘍、のび放題の爪身体の清潔さ

援助の専門家と会うのを避ける、話したがらない、拒否的、専門家に責任転嫁する

その他

現
状
と
対
応

関係者に対する態度

性別 男　　　女

□居宅　□来所　□その他（　　　　　　　　　） 確認時の養護者の有無

あざや傷の説明

行為の自由度

態度や表情

事実確認票－チェックシート（昭島市版）

作成者確認　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

確認場所

高齢者本人氏名

話の内容

支援のためらい

住環境の適切さ

衣服･寝具の清潔さ

適切な食事

適切な医療

適切な介護等ｻｰﾋﾞｽ

□有　□無

生年月日 年齢

　１．身体的虐待

あざや傷の有無
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現
状
と
対
応

発
生
状
況

虐待が始まったと思われる時期

虐待が発生する頻度

虐待が発生するきっかけ

現
状
と
対
応

その他

サイン；当てはまるものがあれば○で囲む　３．心理的虐待

態度や表情

不眠の訴え、不規則な睡眠

話したがらない、自分を否定的に話す、「ホームに入りたい」「死にたい」などの発言がある

無気力な表情、なげやりな態度、無表情、急な態度の変化がある

急な体重の減少、やせすぎ、拒食や過食が見られる

冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的

体重の増減

出典）首都大学東京　副田あけみ教授作成の様式を一部修正

「お金をとられた」｢年金が入ってこない」「貯金がなくなった」などの発言がある

サイン；当てはまるものがあれば○で囲む

「早く死んでしまえ」など否定的な発言、コミュニケーションをとろうとしない

上記項目以外に気づいたこと、気になることがある場合に記入

虐待が発生しやすい時間帯

　６．その他

全
体
状
況

サイン；当てはまるものがあれば○で囲む

サービス利用負担が突然払えなくなる、サービス利用をためらう

資産と日常生活の大きな落差、食べる物にも困っている、年金通帳・預貯金通帳がない

関係者に話すことをためらう、援助を受けたがらない

おびえた表情、怖がる、人目を避けたがる

生殖器等の傷、出血、かゆみの訴え

　４．性的虐待

態度や表情

話の内容

適切な睡眠

出血や傷の有無

その他

現
状
と
対
応

高齢者に対する態度

高齢者への話の内容

支援のためらい

　５．経済的虐待

訴え

その他

生活状況

支援のためらい
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高齢者虐待リスクアセスメントシート 

本人氏名               年   月   日 実施者         

 

レ
ベ
ル 

Ａ 

高 

齢 

者 

の 

状 

況 

 

① すでに重大な結果を生じている。 

  頭部外傷（血腫、骨折）、腹部外傷、意識混濁、重度の褥そう、重い脱水症状、 

  脱水症状の繰り返し、栄養失調、全身衰弱、強い自殺願望、その他 

 ② 高齢者自身が保護を求めている。 

 
③ 「殺される」「○○（養護者）が怖い」「何も食べていない」等の訴えがあり、実際にその兆候が

見られる。 

 ④ 年金・預貯金等を搾取されたため電気・ガス・水道等がストップ、食料が底をついている。 

 ⑤ 自宅から締め出せれ、長時間戸外で過ごしていることにより心身状況の悪化が見られる。 

養

護

者

の
状

況 

 ⑥ 刃物、ビンなど凶器を使った暴力や脅しがある。 

 ⑦ 「何をするかわからない」「殺してしまうかもしれない」等の訴えがあり、切迫感がある。 

 ⑧ 暴力や世話の放棄を繰り返し、支援機関との接触・助言に応じないまま状況を悪化させている。 

他  ＜その他＞ 

レ
ベ
ル 

Ｂ 

高
齢
者 

 

 ⑨ 今後重大な結果が生じるおそれの高い状態が見られる。 

  頭部打撲、顔面打撲・腫脹、不自然な内出血、やけど、刺し傷、きわめて非衛生的、回復状態が

さまざまな傷、極端なおびえ、軽度の脱水、低栄養・低血糖の疑い、入退院の繰り返し、その他 

養
護
者 

 ⑩ 高齢者に体調不良が見られても医療を受けさせず、そのままにしている。 

 ⑪ 介護サービス利用料を３か月以上滞納しており、支払う意思も見られない。 

他  ＜その他＞ 

レ
ベ
ル 

Ｃ 

高
齢
者 

 

 ⑫ 介護度が高いが、相応の医療・介護を受けていない。 

 ⑬ 認知症・精神疾患による周辺症状が強く出ており、生活に支障をきたしている。 

  徘徊・昼夜逆転・頻繁な訴え・異食・弄便・大声・不快音・噛みつき・引っ掻き・蹴飛ばし等 

 ⑭ 性格に偏りがあるため、養護者と不仲になり孤立した状態である。 

養
護
者 

 ⑮ 精神疾患・アルコール依存症・知的障害等があるが医療的管理をしていない。 

 ⑯ 高齢者の年金等を管理していることにより、高齢者自身の生活に何らかの支障を与えている。 

 ⑰ 高齢者に対し、日常的に冷淡・否定的な態度で接している。 

 ⑱ 介護疲れが激しく、苛立っている。 

 ⑲ 友人や親族等と疎遠で、相談相手がおらず孤独である。 

 ⑳ 激昂しやすく、感情のコントロールができない。 

他  ＜その他＞ 

 

  ○レベルＡ・・・緊急分離、保護 

○レベルＢ・・・分離、保護を検討 

  ○レベルＣ・・・定期的な状況確認・支援 

          分離・保護の可能性の検討 

出典）首都大学東京 副田あけみ教授作成の様式を埼玉県福祉部高齢者福祉課が改変して作成 

※１項目以上該当ありの場合、 

 高いレベルの条件に従い支援を 

 行う 
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第  回コアメンバー会議録、支援計画・モニタリング票 
 
本人氏名                      記録者氏名             

                    会議日時：  年  月  日  時  分～  時  分 

出席者 
 

 

虐待事実の 

判断 

 

※疑いの場合は

事実確認を継続 

※一時的解消の

場合は再発可能

性に留意 

1.身体的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

2.放棄・放任 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

3.心理的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

4.性的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

5.経済的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

具体的内容と 

判断根拠 

□詳細は（         ）を参照 

 

 

緊急対応の 

必要な状況の確

認（深刻度） 

 

緊急性が 

□5.生命・身体・生活に 

関する重大な危険 

□4. 

5～3 の間 

□3.生命・身体・生活 

に著しい影響 

□2. 

3～1 の間 

□1.生命・身体・生活への影 

響や本人意思の無視等 

5～3.にチェックした場合は「支援内容」の「緊急対応」のチェックへ 

※別紙 高齢者虐待対応における緊急保護・緊急対応の検討が必要な状況例参照 

□不明・・・不明の場合は、事実確認の継続へ 

理由（                                                ） 

本人の意見・希

望 

□不明□未確認  

本人の判断能力： 

養護者の意見・

希望 

□不明□未確認  

本人の危機回避能力： 

その他家族・後

見人等の意見・

希望  

背
景
要
因 

高齢者本人の因子 関係性・世帯の因子 

 

                                            

□不明 □未確認 

 

 

□不明 □未確認 

養護者・親族の因子 地域・支援者側の因子 

 

                                           

□不明 □未確認 

 

                 

□不明 □未確認 

強
み

・
ス
ト
レ
ン
グ
ス 

高齢者本人の強み 関係性・世帯の強み 

 

                                       

□不明 □未確認 

 

 

            □不明 □未確認 

養護者・親族の強み 地域・支援者側の強み 

 

 

                             □不明 □未確認 

 

 

             □不明 □未確認 

その他（行動・

思考等） 
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（公財）東京都福祉保健財団 高齢者権利擁護支援センター作成（平成２９年５月版）を参考に昭島市作成 

緊 急 対 応 担当者・期限 備考 

□警察への通報・相談   

□立入調査   □警察への援助要請   

□高齢者の分離 □面会制限 □施設管理権による面会制限   

 □措置入所  □緊急一時保護 □養護受託   

 □契約入所  □その他   

□在宅措置   □ライフラインの確保   

□受診支援（入院支援） □生活保護の医療扶助単給   

□介護保険制度利用支援のための職権申請等   

□財産保全   □紛失届  □振込先変更 □地権    

        □成年後見 □審判前の保全処分   

□虐待の事実の確認の継続（有りとしている場合も含む）   

□関係部署・機関への協力要請 

□警察 □社会福祉協議会 □障害福祉 □保健所 

□自殺予防 □医療機関 □認知症疾患医療センター 

□精神保健福祉センター □発達障害者支援センター 

□生活保護 □生活困窮者支援 □成年後見制度推進機関 

□その他（             ） 

  

支 援 計 画 モニタリング 

 【高齢者本人】 

 

＊内容・担当者・時期 

  

【養護者】 

 

＊内容・担当者・時期 

  

その他 

協議・決定内容 

 

 

 

 

 

 

□次回の会議予定 

   月   日 
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個別ケース会議録 第  回、支援計画・モニタリング票 
 
本人氏名                      記録者氏名             

                    会議日時：  年  月  日  時  分～  時  分 

出席者 
 

 

虐待事実の 

判断 

 

※疑いの場合は

事実確認を継続 

※一時的解消の

場合は再発可能

性に留意 

1.身体的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

2.放棄・放任 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

3.心理的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

4.性的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

5.経済的虐待 □有（判断日   ）□疑い □一時的解消 □解消 □無 □不明 

具体的内容と 

判断根拠 

□詳細は（         ）を参照 

 

 

緊急対応の 

必要な状況の確

認（深刻度） 

 

緊急性が 

□5.生命・身体・生活に 

関する重大な危険 

□4. 

5～3 の間 

□3.生命・身体・生活 

に著しい影響 

□2. 

3～1 の間 

□1.生命・身体・生活への影 

響や本人意思の無視等 

5～3.にチェックした場合は「支援内容」の「緊急対応」のチェックへ 

※別紙 高齢者虐待対応における緊急保護・緊急対応の検討が必要な状況例参照 

□不明・・・不明の場合は、事実確認の継続へ 

理由（                                                ） 

本人の意見・希

望 

□不明□未確認  

本人の判断能力： 

養護者の意見・

希望 

□不明□未確認  

本人の危機回避能力： 

その他家族・後

見人等の意見・

希望  

背
景
要
因 

高齢者本人の因子 関係性・世帯の因子 

 

                                            

□不明 □未確認 

 

 

□不明 □未確認 

養護者・親族の因子 地域・支援者側の因子 

 

                                           

□不明 □未確認 

 

                 

□不明 □未確認 

強
み

・
ス
ト
レ
ン
グ
ス 

高齢者本人の強み 関係性・世帯の強み 

 

                            

□不明 □未確認 

 

 

            □不明 □未確認 

養護者・親族の強み 地域・支援者側の強み 

 

 

                             □不明 □未確認 

 

 

             □不明 □未確認 

その他（行動・

思考等） 
 

                                          



38 

 

 

（公財）東京都福祉保健財団 高齢者権利擁護支援センター作成（平成２９年５月版）を参考に昭島市作成 

支 援 計 画 モニタリング 

 【高齢者本人】 

 

＊内容・担当者・時期 

  

【養護者】 

 

＊内容・担当者・時期 

  

検討内容 

□次回の会議予定 

   月   日 

 

 

 

□情報集約先： 

 

 

 

□注意事項： 

 

 



昭
島
市
高
齢
者
虐
待
ケ
ー
ス
進
行
管
理
票

通
報
日

事
実
確
認

開
始
日

虐
待
の
類
型

認
定

の
有
無

認
定
日

分
離
日

養
護
者

終
結
日

死
亡

現
状

N
o

方
針

入
力
日

名
前

フ
リ
ガ
ナ

分
離
先
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２．通知・法令等 

 

 



 

通知・法令等一覧 

 

１ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年 11

月 9 日法律第 124 号） 

２ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年 6 月

24 日法律第 79 号） 

３ 介護保険法（平成 9 年 12 月 17 日法律第 123 号） 一部抜粋 

４ 老人福祉法（昭和 38 年 7 月 11 日法律第 133 号） 一部抜粋 

５ 老人福祉法施行令（昭和 38 年 7 月 11 日政令第 247 号） 一部抜粋 

６ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号） 一部抜粋 

７ 戸籍法（昭和 22 年 12 月 23 日法律第 224 号） 一部抜粋 

８ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第 2 条第 5

項に基づく高齢者虐待の解釈について（平成 22 年 9 月 30 日老推発 0930 第 1 号） 

９ 市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレクト」及び消費

者被害への対応について（平成 27 年 7 月 10 日老推発 0710 第 2 号） 

１０ DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の周知について

（依頼）（平成 29 年 8 月 9 日事務連絡） 

１１ 住民基本台帳事務における支援措置申出書 

１２ 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否すること

について（平成 30 年 4 月 27 日医政医発 0427 第 2 号） 

１３ 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関す

る相談への対応について（平成 30 年 8 月 30 日老高発 0830 第 1 号老振発 0830 第 2

号） 

１４ 高齢者虐待事案への適切な対応について（通達）（平成 28 年 4 月 15 日警察本部

長（人身安全対策課）） 

１５ 高齢者虐待対応関連 Q&A（平成 30 年 3 月厚生労働省老健局「市町村・都道府

県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」） 

１６ 児童虐待防止法、DV 防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の比較表（平

成 30 年 5 月版 東京都福祉保健財団） 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号） 

最終改正：平成二十六年六月二十五日法律第八十三号 

 

 第一章 総則（第一条―第五条）  

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条）  

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条）  

 第四章 雑則（第二十六条―第二十八条）  

 第五章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 附則  

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対

する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、

高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対

する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を

定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利

利益の擁護に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第五項第一号

の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。）以外の

ものをいう。  

３  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者

虐待をいう。  

４  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為  

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに

掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと。 
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ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に

財産上の利益を得ること。  

５  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第

二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二

十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第

二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法

第百十五条の四十五第一項に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従

事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げ

る行為  

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務

を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

二  老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規

定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十一項に規定

する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業、同条第十四項に規

定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業（以下「養

介護事業」という。）において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢

者について行う前号イからホまでに掲げる行為  

 

（国及び地方公共団体の責務等）  

第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護

及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の

強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対

する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質

の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  
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３  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢

者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うも

のとする。  

（国民の責務）  

第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又

は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めな

ければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等）  

第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者

等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場

にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。  

２  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者

虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。  

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

（相談、指導及び助言）  

第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護の

ため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体

に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やか

に、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３  刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場

合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報

又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者

虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に

係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者（以

下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。  
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２  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があ

った場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者

の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入

所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講

じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。  

（居室の確保）  

第十条  市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三

号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するため

の措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第十一条  市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている

おそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により設置する地域包括支

援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居

所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。  

（警察署長に対する援助要請等）  

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、

これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警

察署長に対し援助を求めることができる。  

２  市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項

の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を

確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要

な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさ

せるよう努めなければならない。  

（面会の制限）  

第十三条  養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号又は第三

号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高

齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った養護者につい

て当該高齢者との面会を制限することができる。  
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（養護者の支援）  

第十四条  市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、

指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２  市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必

要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ず

るものとする。  

（専門的に従事する職員の確保）  

第十五条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及

び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努

めなければならない。  

（連携協力体制）  

第十六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及

び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護

支援センター、介護保険法第百十五条の四十五第三項の規定により設置された地域包括支援センターその

他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による

高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。  

（事務の委託）  

第十七条  市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定による相談、指

導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、

同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認のための措置並びに第十

四条第一項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託すること

ができる。  

２  前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で

あった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出

の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは第二項の規定による

通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協

力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定さ

せるものを漏らしてはならない。  

（周知）  

第十八条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又

は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対す

る支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等に

より、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。  
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（都道府県の援助等）  

第十九条  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、

市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めると

きは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。  

   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置）  

第二十条  養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養

介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける

高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の

防止等のための措置を講ずるものとする。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条  養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又

は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこ

れらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受

けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した

者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しな

ければならない。  

３  前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

４  養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。  

５  第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関す

る事務を担当する部局の周知について準用する。  

６  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定によ

る通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈して

はならない。  

７  養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不

利益な取扱いを受けない。  
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第二十二条  市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を

受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による

高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介

護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければなら

ない。  

２  前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き、適用

しない。  

第二十三条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による

届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条第一項の規定

による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第二十四条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の規定によ

る届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道

府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出

に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、

老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。 

 （公表）  

第二十五条  都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者

等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。  

   第四章 雑則  

（調査研究）  

第二十六条  国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、

高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び

養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等）  

第二十七条  市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益

を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被害について、相談に

応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協

力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するも

のとする。  
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２  市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人

福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進）  

第二十八条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財

産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成

年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用

されるようにしなければならない。  

   第五章 罰則  

第二十九条  第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しく

は虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。  

    

附 則  

（施行期日） 

１  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  

（検討） 

２  高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等

のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。  

３  高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年を目途とし

て、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。  

 

   附 則 （平成一八年六月二一日法律第八三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該

各号に定める日から施行する。  

一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五

条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日  

二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日  

三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条ま

で、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七

十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日  

四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十

七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五

条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八

十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四

条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 

平成二十年四月一日  

五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十

九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第
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百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 

平成二十年十月一日  

六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十

七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日  

（罰則に関する経過措置） 

第百三十一条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前に

した行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお

その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。  

（処分、手続等に関する経過措置） 

第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の

規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によ

ってしたものとみなす。  

２  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事

項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に

別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていな

いものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。  

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。  

 

   附 則 （平成二〇年五月二八日法律第四二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二と

する改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限

る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、

第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成

二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第

十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五十一条 この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）は、政令で定める。 

 

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七九号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 
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（調整規定） 

第四条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九十号）の施行

の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び前条の規定による改

正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする。 

 

附 則 （平成二六年六月二五日法律第八三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに

附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十

九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の

規定 公布の日 

二 略 

三 第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の

改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第

四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第

五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十

八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、

第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条

を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法

第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正

規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項

の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、

第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五

十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百

八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百

三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正

規定、第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一

号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規

定を除く。）、第十六条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第

六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関す

る法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、

第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第

三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定

（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改

正規定を除く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二

号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に

限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日 

四・五 略 

六 第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五

条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条

第二十五項」に改める部分に限る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法

第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部

分に限る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定（「規定する通所介護」の

下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定（「居宅介護サー

ビス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の改

正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条

中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を

「同条第二十五項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定
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並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四

十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九

号）第二条第二項第四号ロの改正規定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える

部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項

の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正規定

を除く。）並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 

第四条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九十号）の施行

の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び前条の規定による改

正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第七十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の

施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施

行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な

経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （平成二七年五月二九日法律第三一号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五

十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第

五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条

中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定

並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附

則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条か

ら第六十九条までの規定 公布の日 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第六十八条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の

施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施

行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成二十三年六月二十四日法律第七十九号） 

平成二十八年六月三日公布（平成二十八年法律第六十五号）改正 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等（第七条―第十四条） 

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等（第十五条―第二十条） 

第四章 使用者による障害者虐待の防止等（第二十一条―第二十八条） 

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等（第二十九条―第三十一条） 

第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター（第三十二条―第三十九

条） 

第七章 雑則（第四十条―第四十四条） 

第八章 罰則（第四十五条・第四十六条） 

附則 

第一章 総則  

（目的） 

第一条  この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参

加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の

禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を

受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に

対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置

等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の

権利利益の擁護に資することを目的とする。  

（定義） 

第二条  この法律において「障害者」とは、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に

規定する障害者をいう。  

２  この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者

虐待及び使用者による障害者虐待をいう。  

３  この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用

者以外のものをいう。  

４  この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）

第五条第十二項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。）若しくは独立行政法人国立

重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定により独

立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」という。）（以下

「障害者福祉施設」という。）又は障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条

第十七項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十五項に規定する移動支援

事業、同条第二十六項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二十七項に規定す

る福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業（以下「障害福祉サービス事業等」という。）

に係る業務に従事する者をいう。  

５  この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主（当該障害者が派遣労働者（労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第

二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）である場合において当該派遣労働者に係る労働者

派遣（同条第一号に規定する労働者派遣をいう。）の役務の提供を受ける事業主その他これに類するものと

して政令で定める事業主を含み、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。）又は事業の経営担当者その他そ

の事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。  

６  この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為  

イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の

身体を拘束すること。 

ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと。 
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ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまで

に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

二  養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に

財産上の利益を得ること。  

７  この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当

該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事

業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の

身体を拘束すること。  

二  障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  

三  障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。  

四  障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該

障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受け

る他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義

務を著しく怠ること。  

五  障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。  

８  この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行

う次のいずれかに該当する行為をいう。  

一  障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の

身体を拘束すること。  

二  障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。  

三  障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。  

四  障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による

前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。  

五  障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。  

（障害者に対する虐待の禁止） 

第三条  何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。  

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条  国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐

待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、

関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の

整備に努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに

養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的知識及び

技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに

養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等につい

て必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務） 

第五条  国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又

は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めな

ければならない。  

（障害者虐待の早期発見等） 

第六条  国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機関は、障害者

虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障害者虐待の早期発見に努め

なければならない。  

２  障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者

福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係

のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努

めなければならない。  
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３  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発活動並びに障害者

虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。  

第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等  

（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

第七条  養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において

同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条  市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、

当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした

者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条  市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨

の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認

のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当該市町村と連携協力する者（以下「市町村障害

者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。  

２  市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は

届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護が図られるよう、養護

者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一

時的に保護するため迅速に当該市町村の設置する障害者支援施設又は障害者自立支援法第五条第六項

の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に入所させる等、適切に、身体障害者福

祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法（昭和三

十五年法律第三十七号）第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものとす

る。この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者（以下「身体障害

者」という。）及び知的障害者福祉法にいう知的障害者（以下「知的障害者」という。）以外の障害者であると

きは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第

二項又は知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定を適用する。  

３  市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合には、当該通報

又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支

援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三

号）第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。  

（居室の確保） 

第十条  市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採るために必要

な居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査） 

第十一条  市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じている

おそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は

居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  

２  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。  

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、

これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住所又は居所の所在地を管轄する警

察署長に対し援助を求めることができる。  

２  市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項

の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を

確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要

な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさ

せるよう努めなければならない。  
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（面会の制限） 

第十三条  養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られた場合において

は、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長若しくは当該措置に係る身

体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関の管理者は、養護者による障害者虐待の防止

及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者による障害者虐待を行った養護者について当該障害者と

の面会を制限することができる。  

（養護者の支援） 

第十四条  市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護

者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２  市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必

要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ず

るものとする。  

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等  

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置） 

第十五条  障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等

の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉

サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その

他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。  

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第十六条  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やか

に、これを市町村に通報しなければならない。  

２  障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができ

る。  

３  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報（虚偽で

あるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

４  障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取

扱いを受けない。  

第十七条  市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に

関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福

祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告

しなければならない。  

第十八条  市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた場合に

おいては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は

届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条の規定による報告を受けた場合にお

ける当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第十九条  市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出を受け、又は

都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、障害者福祉施設

の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る障害

者に対する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援

を図るため、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）、障害者自立支援法その他関係法律の規定によ

る権限を適切に行使するものとする。  

（公表） 

第二十条  都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設

従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するもの

とする。  

第四章 使用者による障害者虐待の防止等  

（使用者による障害者虐待の防止等のための措置） 
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第二十一条  障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその

家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるも

のとする。  

（使用者による障害者虐待に係る通報等） 

第二十二条  使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村

又は都道府県に通報しなければならない。  

２  使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出ることができる。  

３  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報（虚偽で

あるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

４  労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出（虚偽であるもの及び過失によるもの

を除く。）をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

第二十三条  市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、

厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、

当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。  

第二十四条  都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届出又は前条の

規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報、届出又は通知に係る使用

者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都

道府県労働局に報告しなければならない。  

第二十五条  市町村又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届

出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村又は都道府県の職員は、その職務上知り

得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が第二十三

条の規定による通知を受けた場合における当該通知を受けた都道府県の職員及び都道府県労働局が前条

の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県労働局の職員についても、同様とす

る。  

（報告を受けた場合の措置） 

第二十六条  都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働

基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及び雇用管理を確

保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保

護及び自立の支援を図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法（昭和二十二年

法律第四十九号）、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）、個別労働関

係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）その他関係法律の規定による権限を適

切に行使するものとする。  

（船員に関する特例） 

第二十七条  船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である障害者について行われる使用

者による障害者虐待に係る前三条の規定の適用については、第二十四条中「厚生労働省令」とあるのは

「国土交通省令又は厚生労働省令」と、「当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する

都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、第二十五条中「都道府県労働局」と

あるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、前条中「都道府県労働局が」とあるのは「地方運輸局そ

の他の関係行政機関が」と、「都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長」とある

のは「地方運輸局その他の関係行政機関の長」と、「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）」とある

のは「船員法（昭和二十二年法律第百号）」とする。  

（公表） 

第二十八条  厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があっ

た場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。  

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等  

（就学する障害者に対する虐待の防止等） 

第二十九条  学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四

条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。）の長は、教

職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実

施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対す

る虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措

置を講ずるものとする。  
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（保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等） 

第三十条  保育所等（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所

若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とす

るもの（少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。）又は就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第七条第

一項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及

び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に

関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該

保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。  

（医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等） 

第三十一条  医療機関（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院又は同

条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。）の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障

害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対す

る虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置

その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。  

   第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター  

（市町村障害者虐待防止センター） 

第三十二条  市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設にお

いて、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。  

２  市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規

定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。  

二  養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者

及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。  

三  障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。  

（市町村障害者虐待防止センターの業務の委託） 

第三十三条  市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項各号に

掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。  

２  前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理

由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は

第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出の受

理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定に

よる通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に

よる届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上

知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

 

 

（市町村等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十四条  市町村及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受

けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉又

は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保する

よう努めなければならない。  

（市町村における連携協力体制の整備） 

第三十五条  市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護

及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事

務所（以下「福祉事務所」という。）その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならな

い。この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しな

ければならない。  
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（都道府県障害者権利擁護センター） 

第三十六条  都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設

において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものと

する。  

２  都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。  

二  この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する

情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。  

三  障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること

又は相談を行う機関を紹介すること。  

四  障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。  

五  障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。  

六  障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。  

七  その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。  

（都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託） 

第三十七条  都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者（以下「都道府県障害

者虐待対応協力者」という。）のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号又は第三号から第七号ま

でに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。  

２  前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理

由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出の受理に関す

る業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出を受けた場合に

は、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該

通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。  

（都道府県等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十八条  都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を

受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉

又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保す

るよう努めなければならない。  

（都道府県における連携協力体制の整備） 

第三十九条  都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに

養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連携協力体制

を整備しなければならない。  

 

第七章 雑則  

（周知） 

第四十条  市町村又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護センター

としての機能を果たす部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又は都道府県障害者虐待対応協

力者の名称を明示すること等により、当該部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又は都道府県

障害者虐待対応協力者を周知させなければならない。  

（障害者虐待を受けた障害者の自立の支援） 

第四十一条  国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した生活を円滑に営

むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（調査研究） 

第四十二条  国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な被害を受けた

事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防及び早期発見のための方策、障害者虐待があった場合の適

切な対応方法、養護者に対する支援の在り方その他障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保

護及び自立の支援並びに養護者に対する支援のために必要な事項についての調査及び研究を行うものと

する。  
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（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第四十三条  市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に

財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による障害者の被害につ

いて、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は市町

村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介

の実施を委託するものとする。  

２  市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切に、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定

により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進） 

第四十四条  国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自

立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知

のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後

見制度が広く利用されるようにしなければならない。  

第八章 罰則  

第四十五条  第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。  

第四十六条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若し

くは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。  

 

   附 則 抄 

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。  

（検討） 

第二条  政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在

り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を

行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養

護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、

配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘

案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  

  （高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正） 

第三条  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成一七年法律第百二十四

号）の一部を次のように改正する。 

   第二条の見出しを｢（定義等）｣に改め、同条に次の一項を加える。 

 ６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業に係る

サービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する

障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適

用する。 

（調整規定） 

第四条  この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九十号）の施行

の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び前条の規定による改

正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする。  

 

附 則 （平成二四年四月六日法律第二七号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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附 則 （平成二四年六月二七日法律第五一号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

二 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び

第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 

 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄  

この法律は、子ども・子育て支援法（平成二四年八月法律第六五号）の施行の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

 

附 則 （平成二五年一二月一三日法律第一一二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

附 則 （平成二八年六月三日法律第六五号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 
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介護保険法 

〈平成九年十二月十七日法律第百二十三号〉 

最終改正：平成二十一年七月十五日法律第七十七号 

 

第六章 地域支援事業等  

（地域支援事業）  

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、

当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。

第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。）の要介護状態等となることの予

防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策

を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる

事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）を行うものとする。 

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）

に対して、次に掲げる事業を行う事業（以下「第一号事業」という。） 

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働

省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業（以下この

項において「第一号訪問事業」という。） 

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で

定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業（以

下この項において「第一号通所事業」という。） 

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業

又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要

支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業（ニ

において「第一号生活支援事業」という。） 

ニ 居宅要支援被保険者等（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受

けている者を除く。）の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その

置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第

一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業（以下

「第一号介護予防支援事業」という。） 

二 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは

悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一

号訪問事業及び第一号通所事業を除く。） 

２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとと

もに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができ

るよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛

生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者

の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業 

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必

要な援助を行う事業 

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービ

ス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協

議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的か

つ継続的な支援を行う事業 

四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関そ

の他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業（前号に掲げる事業を除く。） 

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態

等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業 

六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のた

めの支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業 

一部抜粋 
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３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める

ところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業 

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施

設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における自立した日常生活の支援のため

必要な事業 

４ 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十

五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。 

５ 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することがで

きる。 

 

（地域包括支援センター）  

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るも

のを除く。）及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業（以下「包括的支援事業」という。）その他厚

生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を

行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。 

２ 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 

３ 次条第一項の規定による委託を受けた者（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事

業のみの委託を受けたものを除く。）は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実

施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届

け出て、地域包括支援センターを設置することができる。 

４ 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ず

ることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 

５ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で

定める基準を遵守しなければならない。 

６ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員

数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で

定める基準を参酌するものとする。 

７ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医

療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、被保険者の地域における自立

した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止

のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。 

８ 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこ

れらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要

があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。 

10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令

で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう

努めなければならない。 

11 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定

に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（実施の委託）  

第百十五条の四十七 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの

設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の

実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託は、包括的支援事業（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる

事業を除く。）の全てにつき一括して行わなければならない。 

３ 前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。 
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４ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業（第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険

者に係るものに限る。）については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができる

ものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実

施を委託することができる。 

５ 前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところに

より、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

６ 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第四項の規定により、その実施を

委託した場合には、当該委託を受けた者（第八項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第

三項において「受託者」という。）に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を

連合会に委託することができる。 

７ 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定め

るところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める

要件に該当するものに委託することができる。 

８ 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用

料を請求することができる。 

９ 市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十

条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対

し、その実施を委託することができる。 

 

（保健福祉事業）  

第百十五条の四十九 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために

必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指

定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が

利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことがで

きる。 
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老人福祉法 

（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号） 

最終更新：平成二十六年六月二十五日公布（平成二十六年法律第八十三号）改正 

一部抜粋 

（居宅における介護等）  

第十条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 

一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるも

のが、やむを得ない事由によ介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（厚生

労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。）若しくは夜間対応型訪問介護又は第

一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、

その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の

者に当該便宜を供与することを委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるも

のが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると

認めるときは、その者（養護者を含む。）を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサ

ービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設（以下「老人デイサービスセンター

等」という。）に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する

老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時

的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予

防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従

い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設

（以下「老人短期入所施設等」という。）に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置す

る老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。 

四 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるも

のが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機

能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、

その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しく

は短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当

該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。 

五 六十五歳以上の者であつて、認知症（介護保険法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。）であ

るために日常生活を営むのに支障があるもの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を

除く。）が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応

型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従

い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助

を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の援助を行うことを委託すること。 

六 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるも

のが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス（訪問介護等（定期巡回・随時対応型

訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。）に係る部分に限る。第二十条の八第四項

において同じ。）を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、

第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービス

を供与することを委託すること。 

２ 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障

があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を

図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者

にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。 
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（老人ホームへの入所等）  

第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 

一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）により居宅にお

いて養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村

以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 

二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、

居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着

型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を

当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老

人ホームに入所を委託すること。 

三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当で

あると認められるものの養護を養護受託者（老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、

市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）のうち政令で定めるものに委託すること。 

２ 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委

託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭（葬祭のために必要な

処理を含む。以下同じ。）を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護して

いた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採

ることができる。 

 

（老人短期入所施設）  

第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定に

よる短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サ

ービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とす

る。 

 

（老人介護支援センター）  

第二十条の七の二 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者

を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅にお

いて介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉

施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整そ

の他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 

２ 老人介護支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員又は

これらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（審判の請求）  

第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、

民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一

項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。 

（後見等に係る体制の整備等） 

第三十二条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、

保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、

研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、

前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。 

 

（調査の嘱託及び報告の請求） 

第三十六条 市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとす

る老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、

当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。 
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老人福祉法施行令 

（昭和三十八年七月十一日政令第二百四十七号） 

最終改正：平成一八年三月三一日政令第一五四号 

（居宅における便宜の供与等に関する措置の基準）  

第五条  法第十条の四第一項第一号の措置は、当該六十五歳以上の者であって介護保険法の規定により

当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受け

ることができるものが、やむを得ない事由により同法規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予

防訪問介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が

養護者による高齢者虐待（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年

法律第百二十四号）第二条第四項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。）

を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳

以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認めら

れる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜

を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。  

２  法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者（養護者を除く。）であつて介護保険法の

規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する

通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を利用するこ

とが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、

当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者

の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合に

おいて、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養

護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第三項の厚生労

働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。  

３  法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措

置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを

得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが

著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受

け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上

の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる

場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施

設を選定して行うものとする。  

一部抜粋 
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４  法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措

置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることがで

きるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多

機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養

護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合

若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援

を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地

域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並び

にその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練

を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。  

５  法第十条の四第一項第五号の措置は、当該六十五歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措

置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることがで

きるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対

応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上

の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認めら

れる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るた

めの支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症（同

法第八条第十六項に規定する認知症をいう。）の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の

身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第六項に規定する援助を

行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。  
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個人情報の保護に関する法律（平成十五年五月三十日法律第五十七号） 

最終改正：平成三十年七月二十七日公布（平成三十年法律第八十号）改正 

一部抜粋 

（定義） 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該

当するものをいう。 

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ

り害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特

に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

（利用目的による制限） 

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目

的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴

って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。 

（適正な取得） 

第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報

を取得してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとき。 

五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個

人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合 

六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 

（第三者提供の制限） 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人

データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。 
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個人情報の保護に関する法律の例外規定の高齢者虐待における解釈例 

 

戸籍法 

（昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号） 

最終改正：平成二十八年五月二十七日公布（平成二十八年法律第五十一号）改正 

一部抜粋 

第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請

求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らか

にしてこれをしなければならない。  

一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 

権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記

載事項の確認を必要とする理由  

二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共

団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由  

三  前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の

利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由  

２  前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要が

ある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権

限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用

の目的を明らかにしてこれをしなければならない。  

 

 

個人情報保護法における利用目的による制限（第 16 条）・適正な取得（第 17 条）・第三者提供の制

限（第 23 条）の例外規定と、高齢者虐待における解釈例（＊部分） 

1 法令に基づく場合 

＊高齢者虐待を発見した者が区市町村に通報を行う場合（高齢者虐待防止・養護者支援法第 7 条・

第 21 条） 

＊事実確認（高齢者虐待防止・養護者支援法第 9 条第 1 項） 

＊立入調査（高齢者虐待防止・養護者支援法第 11 条）において必要な調査又は質問を行う場合 

2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき 

＊虐待により本人の生命等を保護するため対応が必要であるが、意識不明又は認知症等によ

り同意の確認が困難な場合等 

3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき 

4 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める業務を遂行することに

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとき 

＊高齢者虐待防止・養護者支援法に基づき、区市町村と地域包括支援センター、介護保険事業

者や民生委員、警察等の関係機関がネットワークを組んで対応する場合 
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